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騒防法の変更告示について



騒防法の変更告示について

・騒防法（公共用飛行場周辺における航空機騒音

による障害の防止等に関する法律）に基づき、

新たに右図のとおり区域を指定。

・横風用滑走路に係る第一種区域を解除。

・告示日 令和２年３月２４日

・適用日 新たに指定される区域

令和２年４月１日

指定の解除となる区域

令和３年４月１日

騒防法の告示
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・第一種区域（Lden62dB）

騒音防音工事に対して助成

※新たに第一種区域に入る戸数 約6,000戸

・第二種区域（Lden73dB）

移転補償が可能

（土地の買入れや建物の移転等）

・第三種区域（Lden76dB）

移転補償等で取得した土地緩衝緑地帯整備等


